様式第６号　（内容を満たしていれば任意様式でも可）記入例

緊急時対応マニュアル

ア　通常の安否確認方法
　　①チャイムを鳴らし本人と対面する
　　②体調面や天気など会話をする。（週に1度メニューのチラシを渡す）

イ　利用者が不在時の安否確認方法
　　①チャイムを複数回鳴らし不在を確認
　　②本人のスマートフォンに連絡　→　安否確認（記録）
　　③本人と連絡が取れない場合、あらかじめ記録している家族等に連絡
　　　不在の旨連絡　→　連絡済み（記録）
　　④家族とも連絡が取れない　→　柳川市に連絡（緊急）

ウ　異変を発見した時（緊急時）
　　●倒れている所を発見
　　　①救急（119）に連絡　
　　　②市へ報告（後日で可）
　　●玄関が開けっ放しで応答がない
　　　①本人に連絡　→安否確認（記録）
　　　②家族に連絡　→安否確認（記録）
　　　③家族とも連絡が取れない　→　柳川市に連絡（緊急）

エ　利用者の変化を発見した時（生命の危機以外）
　　●受け答えが出来ていた方が急にできなくなるなど状態に大きな変化等
　　　①市に連絡　→　市から家族に連絡する
　　　
オ　食中毒等発生時の対応　
　　下記は一部です。詳細にご記入ください。下記内容が入っていれば、
[bookmark: _GoBack]　　店舗等で運用している既存のマニュアルを提出いただいても構いません。
　　●利用者への対応
　　　・聞き取り（いつのお弁当か、どのような症状か、いつから、病院受診の
　　　　有無、食べたもので怪しいものはあるか、なぜそう思ったか、連絡先）
　　　・病院の受診を勧める
　　●保健所への対応
　　　・利用者から食中毒の疑いの連絡があったら速やかに連絡
　　●賠償等への対応
　　　別添「生産物賠償責任保険」にて対応
　　●市へ連絡　・利用者から食中毒の疑いの連絡があったら速やかに連絡
　　●通報後の営業について　
